
                         資料１ 

杉並区産業振興計画の改定について 

 

  

１ 区民等の意見提出手続の実施状況 

（１）実施期間 

   平成 30年 12月 15日（土）～ 平成 31年１月 13日（日） 

（２）公表方法 

   ・広報すぎなみ（平成 30年 12月 15日号） 

   ・杉並区公式ホームぺージ 

   ・文書による閲覧（産業振興センター、区政資料室、区民事務所、図書館） 

（３）意見提出実績 

   計８件（個人８件、団体０件） 延べ 15項目 

   ・文書      ４件 

   ・電子メール   ０件 

   ・ホームページ  ４件 

   ・FAX       ０件 

   ・郵送      ０件 

 

２ 提出された意見と区の考え方 

  別紙１のとおり 

 

３ 修正後の計画 

  別紙２のとおり 

 

４ 今後の予定 

  平成 31年３月 15日  広報・ホームページ等による公表 


